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 国民年金保険料追納額等（平成３０年度） （月額）
免除の種類　追納額

各年度当時の
保険料

免除を受け
た年度 ４分の１

免除半額免除４分の３
免除全額免除等

３,７９０円７,５８０円１１,３８０円１５,１７０円１４,４１０円平成２０年度

３,８１０円７,６３０円１１,４４０円１５,２６０円１４,６６０円平成２１年度

３,８８０円７,７６０円１１,６４０円１５,５２０円１５,１００円平成２２年度

３,８２０円７,６５０円１１,４７０円１５,３１０円１５,０２０円平成２３年度

３,７８０円７,５８０円１１,３６０円１５,１６０円１４,９８０円平成２４年度

３,７８０円７,５７０円１１,３５０円１５,１３０円１５,０４０円平成２５年度

３,８２０円７,６４０円１１,４６０円１５,２８０円１５,２５０円平成２６年度

３,９００円７,８００円１１,７００円１５,６１０円１５,５９０円平成２７年度

４,０６０円８,１３０円１２,１９０円１６,２６０円１６,２６０円平成２８年度

４,１２０円８,２４０円１２,３７０円１６,４９０円１６,４９０円平成２９年度
※平成２８・２９年度は、加算額はありません
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　過去に保険料の全額または一
部免除、学生納付特例制度や若
年者猶予制度の承認を受けた期
間のある方は、１０年以内であれ
ば保険料をさかのぼって納める
こと（追納）ができます。
　将来受け取る年金額を増額す
るためにも、追納制度をご利用
ください。
　なお、学生納付特例等を受け

た年度から起算して、３年度目
以降に追納する場合には、経過
期間に応じて一定の加算額が上
乗せされます。（右表）
　納めることができるようにな
ったときは、できるだけ早く追
納することをお勧めします。
 保険年金課国民年金係（☎
０４２－３８７－９８４４）
問

国民年金

追納制度をご存じですか

要綱配布・
申し込み

採用
予定日募集人数資格等要件報酬等勤務時間業務名区分採用

年度

７月１１日（水）ま
でに、職員課へ。
郵送の場合は１０日
必着

８月１日

若干名保育士証の交付を受けている方月額２０１,３６５円７：００〜１９：００の間で１日７時間４５分（ローテ
ーションにより土曜日の勤務あり）保育士（育児休業代替）

任
期
付

平
成　

年
度

３０

若干名保育士証の交付を受けている方月額１８５,９００円
月曜〜土曜日のうち週５日、７：００〜１９：００の
間で、１日６時間勤務（割り振りは所属長が定
める。必要に応じ時間外勤務あり）

保育士業務

非
常
勤

５〜１０人－時給１,２００円

週５日、月曜〜金曜日、７：００〜１１：００または
１５：３０〜１９：００の間で、１日１.５〜３時間勤
務、週１５時間程度（必要に応じ土曜日の勤務あ
り）

保育士補助業務

各１人

－月額１５７,２００円
月曜〜土曜日のうち週５日、８：１５〜１７：００の
間で、１日６時間勤務（割り振りは所属長が定
める。必要に応じ時間外勤務あり）

保育園給食調理業務

７月１８日（水）ま
でに、職員課へ。
郵送の場合は１７日
必着

保健師の資格を有する方月額２４４,０００円月曜〜金曜日のうち週４日（割り振りは所属長
が定める）８：３０〜１７：００

難病患者等周辺相談業
務

精神保健福祉士登録証の交付を受けている方月額２２７,８００円月曜〜金曜日のうち週４日（割り振りは所属長
が定める）８：３０〜１７：００精神保健福祉士業務

職員募集
■年齢等要件渇非常勤は６５歳定年制のため、昭和２８年４月２日以降
に生まれた方渇国籍は問いません
 要項は、市ホームページからもダウンロードできます
 職員課人事研修係（〒１８４－８５０４住所不要・市役所本庁舎１階☎
０４２－３８７－９８０８）
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